食品物資納入業者指定基準
常総市学校給食センターにおける購入物資は大量になるので、食品物資を納入する業者の指定については、公正を期するため次の基準により教育委員会が指定する。

１．指定の対象

　　　　指定の対象となる業者は、食品物資納入資格指名願要項に定める食品物資納入
資格指名願及び関係書類の提出があった業者とする。

２．立地条件

　　　（１）通信や運搬に便利であること。
　　　（２）環境が衛生的な場所にあること。

３．経営状況

　　　（１）相当な資本を有し、販売実績を上げていること。

　　　（２）従業員を有し、常時営業を続けていること。

　　　（３）確実な取引先を有し、比較的広範囲に販売されていること。

　　　（４）学校給食に深い理解をもち協力的であること。
　４．保菌検査（赤痢菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌O-157）の実施
　　　　以下の品目を取り扱う業者は保菌検査を実施し、直近の保菌検査結果の写しを豊岡学校給食センターもしくは玉学校給食センターのいずれかに提出すること。
	取扱品目
	提出時期

	主食類・牛乳
	指名願提出時、毎月

	肉類・魚介類・乳類・豆腐・こんにゃく
野菜類加工・果物類加工・調味料等加工
	指名願提出時、見積提出時


※その他の業者については、市が必要と認めた場合提出を求める場合がある。
５．衛生状況
（１）施設設備が衛生的で、従業員の健康管理も十分であること。
（２）業務従事者は、衛生的かつ適切な服装をもって物資の納入にあたること。
　　　（３）製造加工業者については、材料倉庫、製品置場、冷蔵設備その他衛生上必
要な設備が完備していること。
（４）食材納入に使用する車両及び運搬用機等は、常に清潔に保っていること。
６．供給能力

　（１）仕入れ、製造及び加工能力が相当規模で所要量を供給し得ること。

　（２）指定した期日及び時刻に納入できる機動力を有すること。
７．指名停止（納入停止）
保健所等から衛生指導を受けて改善が認められない場合は、改善されるまで
必要に応じて指名停止（納入停止）することがある。
